
アラブのエジプト征服をめぐる

論争について

清 水 誠

　初期Kスラーム法の考え方では，被征服地の催民から租税を徴収するきい，その征脹

がアンワぐanwa）すなわち武力でなきれたか，あるいはスルフ（sulh）すなわち和約

でなきれたかによって，課税方式に根本的な差別をつける。したがってやや時代が下

り，税織こ関する諸問題が起こってくると，ムスリムの識者たち，とくに法理論家たち

は，各地の征腋の仕方がスルフであったかアンワであったか，さかんに議論したもので

あった。その論争がもっとも激しかったのは，アッ・サワードの三会であったが，エジ

プトの征服についてもこのような論華が長く続けられたのである。

　そうしたわけで，税制史を研究するさいにはかならず「毎回」間題が取り上げられる。

1950年に発表されたD．C．　Dennettのすぐれた研究1）は，エジプトの部分にもっと

も多くのページを当てているが，そこでもやはりエジプトの征服とそれに関する論争が

扱われている。しかし彼の説明には納得しかねる面があるように思われる。そこで本稿

では，Dennet£の研究の再検討を出発点として，エジプトの征脹問題を考察したい。

なおアラビア語の転写法は従来の通りとし，主要史料の略称は次の通りとする。
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　　　　　　－56．

Suyitti　　　a1－Suyiユti（9G6／1505没）：　耳usn　al－mulja（lara　fi　a碁bar　M埠r　wa－1。Qahira，
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工

　幸いエジプト征服のクロノロジーについては古くA．Bu£1erやし．　Caetaniの研究

があり，部分的には両者間で一一致をみないところもあるが，ほぼ下記の矩表のようにま

とめられている。

　639（18H）庫12月　将軍tAml’b．　al・tA＄エジプト国境に入る。

　640　（19H）　庫1月　　Pelusium　（al－Fa「ma）　陥落。

同
國

5月

6月

9月

lG月

641（20H）年2月

　　岡　　　4月

　　同　　　6月

　　同　　　9月

前　岡　　　1羽

642（21H）年3月

　　國　　　9月

645　（25H）　！」ge

646年夏　（25H年）

この庫表でもっとも問題になるのは，640奪10月に，

a1－FayyOm地方攻：略。

　　　　　　　　　Heliopolis　CAyn　Sams）の戦い。

バビ。ン城塞2’下馴始。

Cyrus（al－Mu璽aw（lis）は｛Amrと降服条約を結び，コンスタンチノーープ

ルにその撹准を求めるが，Heraclius苗はこの協約を掘否し，　Cyrusを

首都に召還する（Butlerによる）。

HeracliUS没す。

バビロン醗城。

アレクサンドリア攻略開始。

Cyrus　tfEE。

Cyrusアレクサンドリアの降服条約を結ぶ。

Cyrus没す。

ビザンツ軍，アレクサンドリアよりの撤退完了。

Manue1指揮下のビザンツ軍アレクサンドリアを占領。

アラブ軍アレクサンドリアを再度復服。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cyrusと　tAmr　b．　a1－tAs
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との間で結ばれたとされる和約の件である。　Cyrusは，ヘラクリウス帝からエジプト

の行政宮兼大司教として，アレクサンドリアに派遣されていた人物で，ムスリム史家の

いうal－Muqawqisである。この和約はムスリム史家によって伝えられているのであ

るが，Caetaniはこれを否定し，　Cyrusがバビロンにいることはなく，ムスリム史

家はバビVンの和約をアレクサンドリアのそれと混冷していると主張した。これに関し

てDennettはNikiu（Niqlwus：デルタの一都市）の司教区ハネスの年代記3）の記

述を旧いて，CaetaAiの主張をきらに進めている。

　ヨハネスでは，バビnンの和約にCyrusは登場せず，その和約の内容もきわめて簡

単で，バビロンの守備軍は軍需物質をすべて’Amr　b。　al一’A§に引き渡すことを条件

に，城塞から撤退したという。一一方アレクサンドリアの降服条約については詳しく，そ

の内容は7ケ条からなるが，これはCyrusによって交渉され，彼はそのためにバビロ

ンへ行ったという。Dennettはこの「Cyrusがアレクサンドリアの和約のた：めにバビ

ロンに来て交渉した」という点を取り上げ，これがムスリム史家を混乱させたのである

と主張する。そこでDennettは，ムスリム史家がバビロンの和約としてかなり詳しく

伝えている条項をすべてアレクサンドリアの和約とみなし，その8ケ条をヨハネスの伝

える7ケ条のほかに結ばれたものとして列挙している（PP．70－72）。このような主張は

果たして可能であろうか。まず再検討を要する問題である。

　ついでDennettは以下のように論を進めている。アレクサンドリアは回暦25年に

ビザンツ本繭よりの援軍によって叛乱を起こし，そのため，tAmr　b．　al一’A＄鮨揮下の

アラブ軍によってふたたび征服されたが，そのきいギリシア（Pt・一マ）人のこの行為に

よって，Cyrusとの和約は破棄された。しかしal－Muqawqisとの間に新たな協定が

結ばれ，コプト人の身分は変らなかった。このal・Muqawqisというのは，　Cyrus

はすでに死んでいるから彼でなく，また内容はとくにコプト人を扱っているからギリシ

ア入でもない。おそらくこの揚合はコプトの大司教ベンヤミンであろう。それはこの協

定に回するa1・Muqawqisの2ケ条の言葉から判断できる。　Dennettはこのように述

べて，バラーズリーal－Baladuriおよびマクリーズィ鳩岡aLMaqriz1に記載きれてい

る2つの資料を紹介する（pp・72－73）。この彼の主張に疑点を挾む余地はなかろうか。

　ついで：Dennettは，アラブ軍のバルカ侵入とその霊都：Pentapolisが結んだ葎額

13，0eo　dinarの定額貢納の和約を説明し，そして以上によって，征服事業が終了したと

きには，4つの範疇からなる租税制度が存在していたとする。そのうち，当面の課題に

関連する要点は以下の通りである。
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アラブのエジプト征服をめぐる論争について

　L　アラブ軍はコプト人の共岡体と和約を結んだ。彼らの「貢納」（ジズヤ）は総額

　　でなく，課税率を意昧する。

　2．　アレクサンドリアは武力で征服され，したがって征服軍の意のままになる碁ar嬉

　　地である。

　3．Pentapoiisは毎年増減のない一定額を支払う。この地域はtahd（契約）地で

　　ある。

　4．前代の王領地および税吏不入（autopract）の私領地は，コプト人の和約の対象

　　外で，したがってアラブは，カリフ，ウマルがサーサtr一ン朝の所有地を没収したよ

　　うに，これら私領地を収奪した。のちになって，封土はこの土地のうちから与えら

　　れた。

　こうしてDennettによれば，エジプト鉦服は武力か和約かをめぐってムスリム史家

たちの間で超こった混乱は，征服の事実のうちに容易に：理解できる。すなわちxジプト

は武力，和約のいずれによっても征服されたわけで，コプト人とPentapolisとには和

約があり，アレクサンドリアと没収私領地にはそれがないという（PP，73－74）。彼は以

上のように論一二し，ついで税務行政の説萌に移っている。そこで，これまで述べてきた

彼の諸論点に対し，順を遼って再検討してみたい。

I
I

　まず，ムスリム史家のいうバビVンの和約は，実はアレクサンドリアの和約の一部で

あったと断定することは笥能だろうか。この点を検討するには，一応エジプトの犠服事

情に当ってみる必要があろう。征服の模様を伝える史家は多いが，そのうちマクリーズ

ィー，イブン・タグリービルディPt　Ibn　Tagr菊irdi，スユーティーal－Suy酢i，エウ

チキウスEutychiusなどいわば後世史家に属するものは，いずれもイブン・アブドゥ

ル・ハヵムIbn　tAbd　a1一翠akamの記事を1転載しているにすぎない。

　スユーティーは，慮接的にはaLQu¢a『のa正一碁i興を主に利用しているが，　al－Quda’i

の出典はイブン・アブドゥル・バカムである（Suyttti　1，70－72）。　xウチキウスはアレ

クサンドリアのメリク派の大司教で，ヤコブ派（コプト）のセベルスSawlrus　b．　a1－

Muqaffat，　Nik呈uのヨハネスとともに，いわば被棚侵者の側から歴史を書いていて，

興昧深い点もあるが，エジプト二股の記事はイブン・アブドゥル・ハカムの抜粋である

（Eutychius　ll，　20－26）．
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アラブのエジプト柾服をめぐる論争について

　そのほかムスリム史家のうち，キンディーal・Kindiの記事は非常に簡単で，アレク

サンドリアの最初の柾服はアンワ，Pentapoiisの毎回はスルフでなされたことを伝え

るのみである。バビueンの和約についてはなんら触れていない（Kindi　30－33）。

　タバリ・一一al－Tabariでは，　Ibn　I的aqによる伝承と，Sayf　b．℃雛arによる伝承

とがやや詳しい。箭者はバビraンの征服にほとんど触れていず，ただその征服後’Amr

b．a1一’Asがアレクサンドリアへの進撃中，　Balhibまで来たところ，アレクサンドリ

アの長が使者を送り，ジズヤの支払いを条件に，捕虜の返還を求め，これに対しtAmr

はカリフ，ウマルに指令を求めるなど，両者間に交渉のあったことを伝えている（Ta・

bari　III，195・一97）。　しかし，この交渉はアレクサンドリアの包囲以前の事件であるこ

と，補嚇の処置が内容の孟眼となっていることなどから，当面の問題の婚外に置かれ

るQ

　後者のSayf　b・　CUmarによる伝承は2つあり，そのひとつには，（Amr　b．　al一’A＄

がバビロンに達し，援軍も到着したとき，al－MttqawqisはMi＄rの司教（蓉ataliq）

Abtt　Maryamらを派遺して，　tAmrとの聞に交渉を行なわせたが，結局エジプト人

たちは受け入れず，交渉は決裂し，その後’ArnrらはtAyn　Samsへ向かったとあ

る（Tabar1　IH，197－98）。ところが，この伝承にみえる交渉はバビロンの包囲以離の

ことで，いわゆるバビロン和約の交渉との間にはかなりの時間的ずれがあり，したがっ

てこの伝承はさし当たって問題にならない。

　Sayf　b。℃燃arのもうひとつの伝承では岡じく戦閣の舞台がtAyn首amsに置か

れ，アラブ軍はこれをアンワで征服したが，スルフによる征服と同じように扱い，彼ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソにはズィンマ（蛋mma：保護）を保証したとして，エジプトー’Ayn　Samsでなくて

一の住民を対象とするスルフの内容を紹介している（TabarHH，199－200）。しかし

これは，他のいずれの伝承にも現われないヌビや人が登場したり，また内容がきわめて

特異であることなどから，偽作と考えられる。タバリーにはその他にも伝承はあるが，

いずれも資料とするに足らない。

　ヤアクーービーal・Ya“qUblのTa’r専は・簡略ながらかなり適確な史実を伝えてい

て，つねに注目に値する史轡である。ところで，バビロンの攻略に関しては「ムスリム

軍はスルフを勧めた」とあるが，そのあとはスルフ説とアンワ説の論点を紹介するのみ

で（Ya’qUbi　ll，148），ヤァクービー自身は問題を回避している。アレクサン．ドリアの

場合では，tAmr　b・aFA§とal－Muqawqisとの聞に和約が結ばれたことを認めて

いるものの，その和約の楚非をめぐって生じたヘラクリウスとa1－Muqawqisとの不和
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の経緯を述べていて（Ya’qifbi　II，148－49），薙代上の錯誤を犯している。アレクサン

ドリアの和約が結ばれた当時，ヘラクリウスはすでに死んでおり，また，皇帝に対する

怒りから，a1・MuqawqisがtAmrにローマ人には今後和約を承諾しないよう求めた

という伝承は，あとで述べるように，バビロンの和約に関連したものであって，アレク

サンドリアの場合ではない。したがってヤアク・・一一ビ…一のこの資料は参考の程度にとどめ

ねばならない。

　バラーズリーのFut海には，人々の見解をおそらく彼自身がまとめたものと，伝承

系譜（isnad）を付したものとの2つの方法による記載があるが，続服の回忌そのもの

を知るには，後者により資料的価値が与えられよう。しかしこれは，その伝承系譜が妥

当で，伝承に偽作の可能性がない場合にのみいえることであって，それぞれの伝承には

あらかじめ厳密な批判がなきれねばならない。

　さて，バビロンの攻略に触れている一般見解に，「城塞はアンワで籠蝦され，ムスリ

ム軍はそのなかにあるものを分捕ったが，tAmrは住民には藪搬ma（保護）がある

という条件で彼らを安堵させ，その首にはジズヤを，土地にはパラ・・一一ジュを課した。彼

はこのことをtUmar　b・a1・9a㌻垣bに伝え，カリフはこれを合法とした（Ba1廻uri

I，250，nO　529）」というのがある。バビロンは，和約交渉なく武力で征服きれたが，住

民にはズィンマが保誕されたというものである。しかし，ジズヤとハラージ＝のこのよ

うに明確な対位的用語法は，この当蒔ではまだ考えられないから，この伝承はかなり後

世の意見を反映している4）。

　またtAmr　b．　aFA＄の子tAbd　A112h　b・　’Arnrが「エジプトのことは人々によ

くわかっていない。ある者らはアンワで征服されたと欝い，飽の者らはスルフで征服さ

れたと言っているが，真相はこうである。云々」と語った，というバラーズリーとして

はもっとも詳しい伝承がある。その内容はバビruンの城主とtAmrとの，税制を中心

としたスルフの取り決めである（Baiaduri　1，151－52，　n。534）。ここでは，この伝承

の批判を省略するが，これは明らか1こ偽作されたもので，当面の資料として堀いること

はできない。

　次に，　al－Muqawqisが櫨mr　b．　al一’A＄としかじかの条件でスルフを結んだとい

うnO　535の伝承があるが（Ba1麺uri　I，252－53），これはイブン・アブドゥル・ハヵ

ムに記載きれているある伝承と岡じで，しかも部分的に混乱がみられる　（cf・耳akam

104，106－07，118，122）。なお厳密には，最後の部分はアブー・ウバイドAbif　tUbayd

の伝承の一部と文藁が一致する（cf．　Amw巨1142，　nO　387）。
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　またal－MuqawqisとtAmr　b．　aトビA＄とのスルフに触れているn。547の伝承

（Ba12duri　1，256）は，アブー・ウバイドのAmw記n。387（P．142）を簡略にした

ものである。このアブー・ウバイドの伝承は，バビロンの和約に対してヘラクリウスが

激怒し，アレクサンドリアに軍：隊を送って戦いを挑んだという部分とtAmr　b．　al一’A＄

がアレクサンドリアの武力三股をカリフ，ウマルに伝えたという部分からなり，いず

れも三一の伝承系譜でイブン・アブドゥル・バカムにみえる　（耳akam　106，118，　cf．

Bala¢urlΣ，253）。したがってイブン・アブドゥル・バカムの伝承を検討しさえずれば

よい。

　アレクサンドリア征服に間する一般見解のうちには，次のような低承がある。それに

よると，コプト人だけは調停を望んだので，al－Muqawqisはスルフと一定三三の休戦

を求める使者を派遣したが，　tAmr　b．　a1－tA＄はこれを拒絶し，アレクサンドリアを

武力（sayf）で続服した。動産などは戦利品として分捕ったが，住民にはバビロンの民

のようにズィンマを与えたという（Ba1廻urH，259，　n。554）。これはむろん後世の意

兇を反映しているに違いないが，アレクサンドリアの征服がどのように考えられていた

かという点で参考に値する。

　これらのほかに，バラーズリーはアブー・ウバイドから転載したのも含めて，多くの

伝承を伝えているが，当面の資料になるものはない。

　結局ムスリム史家側からは，エジプトの解髪事情をテーマとして，もっとも詳しい記

事を残したイブン・アブドゥル・バカムの諸伝承を厳密に検討する以外に，決め手はな

いようである。

皿

　彼の叙述は，一見すると種々の系譜による諸伝承が交錯していて，きわめて煩雑であ

る。そこで，稚服事情に関するものを整理してみると，二三の主要伝承系統を中心にし

て，その随所にいわば注釈の形で，系譜の異なる伝承を挿入していることがわかる。ま

ず門門過程については

：x認識菱脇｝一一一鼠鋤

の系譜による伝承が中心となっている。これを仮に第1伝承系統と名づけておこう。一
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　アラブのエジプト征服をめぐる当山について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ代鼠のうち，℃bayd　Al正ahは総督Ayyttb　b．　Sur碑bi1（在位99－101鋤の碍

代に，エジプ1・のfutyaに当たった3人のうちの一入で，法理論家（faqih）。生奪は

60年，没年は132年，異説では135もしくは136薙といわれている5）。同じくミAyy誌

は伝承家で，没年は133年である6）。Ibn　Luhaゾaは法理論家・伝承家で，アッバー

ス朝カリフ，アル・マンスールとアル・マフディーの時代に，エジプトの裁判官を勤め

た。生没矩は96または97～174年である7）。℃tm蕊nb．§a1恥はイブン・アブドゥ

ル・ハカムのもっとも重要な典拠者の一人で，エジプトの裁判富を勤めたことのある

人。没矩は219年である8）。

　この伝承系譜には即題はないようである。ただ最初の2人置1世紀の終りごろから2

世紀にかけて活躍した人物であるから，征服当時との聞に2世代ぐらいの開きがある。

しかし，これはむしろ後働の仮托の可能性が少ないという点で，資料的価績の高いこと

を示している。この第1伝承系統には，次のような重視すべき内容が述べられている。

　①al－MuqawqisはtAmr　b．　al一’A＄のエジプト進撃の報を聞いてバビロンへ向か

　つた（箪akam　84，　cf．慧i‡a㌻Il，64）。②アラブ軍は城門を開いてバビロン城塞に

　突入した一ド武力で征辞した」という説明的文句はない一（華akam　94－95，　cf．

　理ta㌻王1，66）。③a1－Muqawqisは畠身や彼とともにいる人々のことを恐れて，ア

　ラブのために，コプト人の男新入に2　din2rを課すという条件で，　tAmr　b．　al一’A§

　にスルフを求めていたが，tAmrはこれを承諾した（耳akam　95，　cf．耳i㌻莇H，66）。

Dennettが，いわゆるバビロンの和約をアレクサンドリアの和約とみなすうえでもっ

とも有力な根拠にしたのは，a1－Muqawqisがアレクサンドリアの和約交渉のためにバ

ビロンに来たのを，ムスリム史家が混醐したという点である。ところが上記の伝承では

三岡の形跡は認められない。①の紹述が正しいとすれば，a1一Muqawqisは包囲醜に

すでにバビロンに到着していたはずである。そのうえ，アレクサンドリア攻略中a1－

Muqawqlsが和約交渉のためにバビロンに来たとするのは，ヨハネスの年代記にだけ

みられる独特な記事である。他の史料ではtAnユrはアレクサンドリア攻略を撫接指揮

していることになってお！j　9），　したがってこの点についての積極的な説明がなければ，

ムスリム更家の混醐を理出に，爾和約を岡一視しょうとするDennettの論法は説得力

を欠く。また仮にアレクサンドリアの和約がバビロンで交渉されたとしても，それは何

もバビロン和約の存在を否定することにはならない。

　バビロン和約の交渉経過に間しては

禰・・b…n一脚b・Y…齢艦1∴糠留｝
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　→galid　b．　Na蓉i募一一，tu婁man　b．§ali葦

という系譜をもつ伝承によって，かなり詳細に伝えられている。これを第2伝承系統と

名づけておこう。　tibi’9nとは，エジプトを征怪したアラブ・ムスリムの次の世代の

人々のことを意附する。懸alid　b．　Yazidは法理論家で美39勾三に没している1G）。響alid

b潭um・ydは伝承家で，没隼は16蜘である11）．　Y・hya・b．・Ayyifbは法理論家，没

矩は163もしくは168年といわれている12）。　響alld　b．　Na首恥はどんな人物か比定で

きなかったが，前二者による伝承を多く集めており，“U婁man　b．＄alibはそれをその

まま利用したらしい。

　この系譜そのものには問題はなかろうが，ただ第1の典拠者をtabi｛Unと断わって

いることにやや危惧が感じられる。法理論家璽lid　b・Yazidの意見が反映している

廻能性もあるわ労で，その点で内容の厳密な検討が必要であろう。この伝承によると次

の点が撫摘される。

　①廊約交渉はバビvン包囲の1ケ月後に始まったが，成立までにはかなりの日数を

　要し，その間戦闘は行なわれていた。②アラブ軍はスルフとジズヤに賛成せず，土

　地のすべてが彼らのfay’と9animaとなるまで徹底的に征服することを主張した。

　しかしtAmr　b．　a1－tA＄はカリフ，ウマルとのかねての約束により和約を承諾した。

　③和約の条件は対コプト人のものと，対ロー・マ入のものと別々で，V・一一マ人につい

　てはビザンッ墨継の返事が出るまで留保し，その間は休戦とされた。④蟄帝の拒否

　はal－Muqawqisを憤概きせ，結局，対コプト人の和約は成立したが，ローマ人に

　ついては成立しなかった（以上耳akam　95－106，　cf．　Ui㌻at　H，66－71；Eutychius

　ll，　23ww24）o

ここで，この和約の内容を詳細に検討するゆとりはないが，一見して，その諸条件はW

ハネスの伝えるアレクサンドリアの和約13＞とまったく異なる。もしDennettが主張す

るように，両者の和約がもともと同一，すなわちアレクサンドリアの和約であったなら

ば，両者聞にかなりの共通点が存在するはずである。これらの和約は明らかに瑚個のも

のであり，これを醐一視して，両者の諸条件を並置することはできない。

　さらに，「25犀のアレクサンドリアの反乱によってCyrusとの和約は破棄されたが，

al－Muqawqisとの協定によってコプト入の身分は変らなかった」とDennettが主張

するに漁たって，その根拠にバラーズ｝）　一一およびマクリーズィ・・一一から援用したa1－Mu－

qawqlsの「潜葉は，実は筆者がいま述べた伝承の奮の一部分にすぎない。　Dennettが

挙げた2資料のうt5　，第2のもの（耳itat　II，71）がそれで，第1の資料（Bala曇uri
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1，253；類㌻a貸，263）は目下の④の二三として，やはり・fプン・アブドゥル・バカム

（P．106－07）が伝えるものと一致する。そうなれば，このa1－MuqawqisはCyrusで

なくてコプトの大司教ベンヤミンとするDennettの説は，もはや問題とするに足らな

い。アレクサンドリアの叛乱を待たずとも，m一マ人は和約破棄の状態にあり，それに

よってもコプト人の身分は変らなかったのである。したがって，バビロンの鵜約後もな

おローーマ人に対する戦闘は続けられた。隼代的には，こののちヘラクリウスの死，バビ

uaンの開城，アレクサンドリアの攻略開始へと続くのである。

　なおセベルスによると，バビuン征服のきい，町の主だった人々がtAmr　b，　aFA§

と契約Cahd）を結び，コプ｛・入は保護を得たが，ローマ人は滅ぼされたという（Sa－

wirus，　PO，王，494）。要するに，バビロンの和約がCyrusによって交渉きれたか否か

はともかくとして，それがなんらかの形で成立したことは間違いない。現存のヨハネス

の年代記では，その部分の記事が失われているとみなすべきである。

IV

　さて，アレクサンドリアの征服はどのように伝えられているであろうか。ききに取り

上げた第2伝承系統では，記述はそのままアレクサンドリア進撃に移り，各拠点でビザ

ンツ軍がアラブ軍に搬滅きれたことを述べているが，そのあとのアレクサンドリアの征

服そのものについては比較的簡単で，ただ最後に，棚侵後の政治的処理に蘭する意見め

いた伝承を伝えているにすぎない。そこでイブン・アブドゥル・ハカムは，非常に多く

の異伝を挿入して，これを補っている。

　征野の仕方および戦後処理に雷及している伝承には，この第2伝承系統のほか
ai－gusayn　b．　sufayy一＞ai－Hasan　b・　Tawb2n一〉　［15ig．gaaybn’　b“YsYagg）

　一＞Hani’　b．　al－Mutawakkil

の；系譜によるものと

Yazid　b．　Abi　gabibi”）一＞al－Layt　b．　Sa’d一＞tAbd　Allah　b．　＄allh

によるものとがある。これらを仮にそれぞれ第3，第4の伝承系統と名づけておこう。

第3系統のa1一恥sayn　b．　Sufayyは伝承家のSufayy　b．　M2ti・（105二三）15）の子

で，没無は129年である16）。a1一輩asan　b．　Tawb巨nは伝承家で145矩に没している17）。

Mgsa　b．　AyyUbは，このal一耳asanと同時代に属する同名の伝承家に当たると思わ

れるが，耳介は不明である18）。　Ri6daynは伝承家であるが，　Ibn　Sa・dは摩a・1f（弱
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。Hani’b．　a1－Mutawakkilはイブン・アい）と断じている。没黛は188年である

ブドゥル・ハカムの有力な典拠者の一人であるが，どんな人物か筆者には比定できなか

った。いずれにせよ，この系譜にはあまり有名な人物はいない。

　第4系統のYazid　b．　Abi　Uabibは有名な法理論家・伝承家で，さきの’Ubayd

　　　　　　　　Allah　b．　Abi　Gatfarらとともに，カリフ，ウマル2世の命によりエジプトのfutya

に当たった人物である。あまりに有名となったために，彼の伝承には後世の仮托による

ものも少なくないようである。生没年はca．53～128隼である2e）。　al－Layt　b．　Sa’d

はYazidの弟子で伝承家，　futyEにも従事した。生没無は94～165または175球で

ある。Ibn　Satdによれば，彼の伝承は多いが正しいという21）。　tAbd　Ailゑh　b．＄a1海

はこのal－Laytの書記を勤めた人で，223年に没した22）。この伝承系統では，　Yazid

b．Abi耳abibの法理論家としての見解が反映していないかどうか注意すべぎであろ

う。

　これらの各伝承系統の要点は次の通りである。

第2伝承系統

　①アレ・クサンドリアと，ローマ人を助けてムスリムと戦ったSultaysら3ケホ寸を除

　けば，エジプト全土はスルフで征服きれた。②ムスリム軍は，これら3村はアレク

　サンドリアとともにわれわれのfay’であると主張した。③カリフ，ウマルは，ア

　レクサンドリアとこれら3村にはムスリム〔全体］のために登im撮aを与え，彼らに

　ハラージュを課し，彼らをfay’としたり奴隷（’abid）としたりするなと命じた

　（ξ［akarn　123，128．　cf．耳ita㌻　1，268一一69）。

第3伝承系統

　①アレクサンドリアの征服でハラージュのかかる捕虜多数を得，ムスリム軍はその

　分配を求めた。②カリフ，ウマルは，分配をせず，ムスリム［全体］のためのfay’

　として，彼らにバラ・・一一ジュを課せと命じた。③tAmrはアレクサンドリアの住民を

　数えて，彼らにハラージュを課した。④エジプト全土はスルフで〔征凹きれた］。…

　…略……⑤ただしアレクサンドリアは契約なくアンワで征脹きれ，彼らにはスルフ

　もCtimmaもないから，彼らを治める者の意のままにハラージュとジズヤを支払っ

　アこ　（耳akam　121－22，123－24，　cf．耳門a㌻1，268；II，72；Eutychius　II，26）。

第4伝承系統

　①CAmr　b．　aFA＄はカリフ，ウマルに，アレクサンドリアはどんな契約もなく，

　アンワで征服されたと書き送った。②カリフは彼の意見を愚なものとし，そうした
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　過ちを犯さないよう命じた（耳ak：am　118，　cf．　U斡碑L267）。

なわYazid　b。　Abi翠abibの霜葉はal－Lay1　1）．　Sざd→見U婁m翫n　b．＄alil？の系譜に

よっても伝えられ，アレクサンドリア以外のエジプト全土はスルフで，アレクサンドリ

アはアンワで征殿きれたという　（耳ak：am　124）。

　第2系統と第3系統で注葱を要するのは，ファイ（fay’）の語が異なった意味で用い

られていることである。嶋田嚢平氏のファイ理論展開に関する研究によると，ファイは

もともと征服軍によって分配されるべき戦利晶を意味していたが，ウマイや朝の土地不

分配の政策を立法化したウマル2撹（在位99－101隼）の規定によって，ムスリム全休

の利益のために保留きれた征服地の意味になったという23）。すると第3系統は，少なく

ともウマル2世時代以後の意見が反映していることになる。また，ズィンマ（¢imma）

の保誕を与えたか否かについても両系統はまったく三鷹する。ここで詳しく論ずるゆと

りはないが，第3系統にはウマイや覇中鯛以後の政策がかなり折りこまれているのであ

る。なお第4伝承系統には，カリフ，ウマルは3ケ村一1村のみ第2系統と名繭が異

なるが一の住民を金コプト人とともにズdンマの民とした，という伝承もある（輩a・

kam　122，　cf．11itat　I，268）。　したがって第4系統は第2系統とほぼ二一の見解をも

っているといえる。ただYa飯d　b．　Abi琿ablbがファイの語を用いなかったのは，被

の微妙な立場を示すと考えられる。

　しかし，いずれにしてもアレクサンドリアの武力鉦服を主張する点では，これら主要

伝承系統は一致している。むろん和約のことは何も告げていない。ところで，Sハネス

の隼代記によって，アレクサンドリアの和約が結ばれたことは事実である。Kプン・ア

ブドゥル・ハカムはそうした伝承のあることを認めているが，それも単に，バビロンの

和約の注釈の形で記しているにすぎない（耳akam　106，　c麦．珍鳥1，263）。伝承の最

初の典拠者と征服当時とはそれほど隼代差があるわけでもないのに，これら主要伝承系

統はなぜアレクサンドリアの和約を抹殺したのであろうか。実は，これにはウマイや朝

の徴税政策がからみあっているのである。

　アッ・サワードが征眼きれた回暦15年前後ごろのカリフ，ウマルの方針では，征服

地をズィンマのある土地とファイの土地とに区別し，箭者はアラブ軍の間で分配させ

ず，後者のみ分配を許した。分配の対象になったのは，アッ・サワ…ドではサーサーン

朝の王領：地やアラブ軍：に抵抗した原住民の土地などのサワーフィーで，いわばアラブ軍

が武力で手中にしたものであった24）。ところが，おそらく肥沃で広大でもあったサワ・一一

フィーを分配してしまったのでは，政府ひいてはイスラーム共同体の財政基盤を恒久的
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なものにすることができない。そこで晩年，ウマルは政策を転換し，武力で征服した土

地でも，なるべく三民にズィンマを与えて土地を分蘭きせず，その代わりアラブ軍に

は，政府から俸給ぐa賃’）を：支給して満足させることにした。こうして生まれたのが20

年初（640奪末）のdiw2n制度であった25）。

　エジプト二目はちょうどこの前後に行なわれたのである。バビロンの禾ll！約を結んだ七

二では，アラブ軍はまだ原住民，すなわちコプト人に対してはスルフ，支配者のローマ

人に対してはアンワで征服する予定だったと謡われる。ところが激しい戦闘が行なわ

れ，事実上陥落させてしまったアレクサンドリア26）に対して，カリフ，ウマルはあえて

函1約を結ばせ，住民にズィンマを与えたのである。ヨハネスの伝える和約の内容は，湘

約とはいうもののビザンツ軍の完全な敗退を意味する。次のカリフ，ウスマ・・一・ンもウマ

ルのこの新しい方針を受け継いだらしく，ヤアク…ピーによれば，25薙にアレクサン

ドリアが叛乱を起こしたとき，ウスマーンは捕麗となった住民を最初の一一すなわちウ

マルが勢えtJ　一一ズdンマに戻したという（Ya’qUbi　II，164）。第2回目の征服はむろ

ん武力でなきれたのであるが，アラブ軍による土地の分配を防ぎ，住民から稲税を徴収

するには，彼らにズィンマを保証する以外に方法がなかったのである。ウマイや朝初

期，アレクサンドリアの税務行政は市民の自治に委ねられていたが（Saw1rus，　PO，　V，

5，13；Eutychius　II，41），これはウスマーンのズィンマを読明している。ウマル2

世のファイ新解釈が通説となる以前の第2・第4伝承系統は，このウスマ…ンの事績を

カリフ，ウマルのそれと，おそらく故意に混堕したのである。Ibn　Luhay’aが第4系

統の伝承に，「これはアレクサンドリアの第2の征服のことである」（耳akam　118）と

注釈づけたのは，案外この事情を物語っているかもしれない。このような混岡を行なっ

たのは，当時のウマイや朝の政策にある程度迎合するためであった。

　イブン・アブドゥル・バカムはエジプト征服のスルフ説とともに，アンワ説の伝承も

紹介しているが，その大半は二三きれたものか，あるいは史実証明がなく，ただ「エジ

プトはどんな契約もなく，アンワで三二きれたと誰かが語った」という形式のものであ

る（耳akam　129－32）。　そのなかで，ウマル2世がそう主張したというのがある（耳a－

k：am　131，132，　cf．208）。そのような伝承はアブー・ウバイド（P．140－41，　n。382）に

も，さらにバラーズリー（P．255，nO　541）にも設えられている。事実とは関係なく，

カリフの主張がアンワ説の根拠として採用されているのである。それは単にアレクサン

ドリアのみならず，エジプト全土の武力棚浸を主張するものであった。これはすでにカ

リフ，ムアーウィヤ1世以来，ウマイや朝政府のほぼ一貫した主張であって，その武力

一73一



アラブのエジプト征服をめぐる論餉について

征臓論は実は増税を行なううえで必要だったのである。ウマイや朝政府はたびたび増税

を強行したが，それは増税しないというスルフの一条件を無視することを意味した。

　ムア・・一ウィヤ1世はエジプトの税務長富Ward2n（在位43－44勾三）に増税を命じた

が，Wardanは，彼らとの契約には増税しないという条件があると主張して免職され

ている　（耳akam　126，　cf．耳i㌻a‡1，127；Amwa1144，　n。393；Ba1廻uri　I，255，　n。

542）。また前述のタバリー所収Ibn　Isbaqの伝承には，ウマ4ヤ朝の政策を批判した

典拠者27）の言葉も含まれており，彼によると，ウマ4ヤ朝歴代のカリフは総督に，エジ

プトは武力で窄正服きれ，エジプト人はわれわれの奴隷であり，望み通りに彼らに対して

増税したり，新税種を設けたりすることができると書き送っていたという（Tabari　IH，

197）。この伝承は明らかにアッパーース朝時代になって生まれたものであるから，征脹そ

のものについては億愚｛生はない。しかし典拠者が，アレクサンドリアとその周辺の諸村

には契約がないという武力征服の伝承は，このようなウマイや朝の主張によって生まれ

たのである，と断じているのは興味深い。ききの第2・第4系統の伝承は，このウマイ

や朝の政策に一部妥協した意見を伝え，第3系統はウマル2憶のファイ理論にもとずい

て，ウマイや朝の方針を一層取り入れているのである。

　こうしてウマイや朝政府は，スルフ征賑をアンワ毎服とすることによって増税を正鍛

化し，原住民の不満を押さえようとしたのであった。ところがアッパーース親になって，

143銀ごろより伝承の蒐集が行なわれだすと28），スルフはもはや動かしがたい事実とな

った。少なくともそう儒じられるに至った。そしてアッバース朝の半ばC“うには，エジ

プトのスルフ征服説が固定したのであるが（Ma’arif　569），それにはもうひとつの理

論転換を経ていた。すなわちウマル2世以後，ムスリム全体のための征脹地となってい

たファイを，今度はスルフ征服の結果生じたものとする理論が2世紀の半ばごろに生ま

れ，これがa1－9afi“i（204矩没）1こよって確立きれた29）。’
ｱこに，もはやスルフかアン

ワかの論争は実質上まったく無意味となり，エジプトのスルフ征嚴説が決定しても，ア

ッバース朝当局はウマイヤ．朝のように理論のうえでは苦慮することなく，バラ・・一ジュを

徴収できたのである。

　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊

　要するに，原住民に対してはスルフ，支配者に対してはアンワの征服方針から結ばれ

たバビロンのスルフ，その後，アラブ軍による土地および住民の分配を防ぐというカリ

フ，ウマルの政策転換から，ほとんど武力で征服したにもかかわらず，住罠にズィンマ

を与えたアレクサンドリアのスルフ，契約破棄の誤解を生んだアレクサンドリアの叛乱
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アラブのエジプト循服をめぐる論争について

とその再／征服，増税のうえで必要になったウマイや朝のアンワ征服説というように，歴

史ri9事実のうえに政治的配慮が遍なったことを濤過，あるいは故意に混同した結果，後

世の法製論家の閥でアンワかスルフかの諸説が沸騰したのである。　Dennettの主張す

るように，地域によって征服の仕方が異なっていたという単純な理曲から，征服論争が

趨こったのでは決してない。なお本稿ではあまり触れえなかった税制そのものについて

は，のちに改めて検討したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者は京都大学研修貫）
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アラブのエジプト征服をめぐる論象について
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